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新 年 あ け ま

し て おめ でと

うございます。 

会 員 の 皆 様

に は 日頃 より

協 会 の活 動に

ご 協 力頂 きあ

り が とう ござ

います。昨年ようやく新型コロナウイ

ルスによる行動制限が解除され、少し

ずつですが協会の活動も以前の状態

にもどりつつあります。 

6 月には「バキューム車・パッカー

車メンテナンス講習会」を開催するこ

とができました。そして協会ホームペ

ージにバキューム車のメンテナンス

の動画映像を掲載しました。 

7 月に石岡市、11 月には茨城町で不

法投棄監視パトロール及び道路清掃

活動をすることができました。今年も

２回の不法投棄監視パトロールを実

施したいと考えておりますので、会員

の皆様にはご協力いただきますよう

お願い申しあげます。 

当協会で各市町村と締結を推進し

ている災害協定ですが、昨年は結城市、

笠間市、茨城町と締結し、現在県内１

７市町村と締結することができまし

た。今年も県内（44 市町村）の多くの

市町村と締結していきたいと思って

います。 

大子町の災害支援業務ですが、昨年

の 11 月まで約 3 年半にわたり実施し

てまいりましたが、会員の皆様の協力

のもと無事に終了することができ、12

月には大子町の新しいし尿処理施設

の稼働が始まりました。 

また、日本環境保全協会関東地区協

議会の当番県として 10 月には大子町

にて業務研修会を開催し、高梨大子町

町長より今回の災害支援業務のきっ

かけともなった令和元年台風 19 号の

災害から復興にむけての講演をして

頂きました。今後とも他県の団体との

交流を通じた情報交換等により、協会

の活動の更なる充実を図っていく所

存でございます。 

コンプライアンスの関係としまし

て、浄化槽法で義務付けされている浄

化槽の清掃記録票の確実な発行を引

き続きしていくと共に、茨城県への無

届け浄化槽の情報提供を積極的に行

い、これらの活動により浄化槽法に定

められている年一回以上の浄化槽の

清掃が確実に行われるようにしてい

きたいと思います。 

今年一年が会員の皆様にとって輝

かしく素晴らしい一年になりますこ

とをご祈念申し上げて、年頭のあいさ

つとさせていただきます。 

 

令和 5年水害に際し、茨城県に寄付金

を贈呈 

12 月 18 日(月)に茨城県庁へ岡島理

事長、長塚副理事長、池田副理事長が

赴いて、令和 5 年 9 月に主に県北地区

において甚大な被害をもたらした台

風による水害被害の復旧費用として

役立てていただくべく寄付金を贈呈

しました。 

この寄付金については、10 月度の役

員会において提起され、前例に倣い日

本政府により激甚災害に指定された

場合に 100 万円の寄付金を贈呈する

と決議され、その後内閣府政策統括官

（防災担当）より激甚災害に指定され

る旨の発表があったため今回の寄付

金贈呈が実行されたものであります。 

当日は大井川茨城県知事に対し、直

接寄付金目録を手渡し、感謝状をいた

だきました。 

最近では日本国内において災害が

多発し、年明けの 1 月 1 日には能登半

島において震度 7 の巨大地震も発生し

て、津波や家屋の倒壊・火災、土砂崩

れにより多くの尊い人命が失われ、今

なお避難生活を余儀なくされている

人々が大勢いらっしゃる状況が発生

しており、その場でもやはり仮設トイ

レの清掃など我々の身近な問題も多

く発生しています。 

そのような際にも、我々一般廃棄物

収集運搬業者は、早急な復旧や清潔な

避難生活の為にも、各市町村との協定

を含めた活動の推進が必要ではない

かと考えております。 

東日本大震災から間もなく 13 年が

経とうとしており、少しずつ記憶が薄

れつつある災害ですが、いつまた発生

してもおかしくは無く、常に準備は必

要であると考えております。 

 

(一社)日本環境保全協会 特別顕彰受

賞 

 令和 5 年 11 月 16 日に千葉県幕張

市において、令和 5 年度一般廃棄物適

正処理推進大会 in 千葉が開催され、そ

の席上で各種表彰式が行われました。 

 当協会会員からも 3 名の方が表彰さ

れ、中でも全国でただ一人の「特別顕

彰・第 1 種」に下妻市の株式会社千代

川衛生 小沼祭二様が選出され、表彰

状が送られました。小沼様におかれま

しては、長年にわたり当協会ならびに

日本環境保全協会の活動を通じ、業界

の発展ならびに環境保全事業の遂行

に尽力され、顕著な功績をおさめられ

たことによる表彰でございます。 

 また、同じく功労会員表彰には、ひ

たちなか市の有限会社丸越産業の打

越紀子様、下妻市の株式会社千代川衛

生の小沼信義様が受賞されました。 

 受賞された皆様には心よりのお祝

いを申し上げるとともに、今後とも一

般廃棄物処理事業へのご尽力をお願

い申し上げます。 

 

一般廃棄物適正処理推進大会 in千葉 

 令和 5 年 11 月 16 日に千葉県千葉
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市において、4 年ぶりとなる(一社)日

本環境保全協会主催の全国大会が開

催されました。 

 もともと令和 2 年にこの大会は千葉

県で開催される予定でありましたが、

新型コロナ感染症の影響により延期

となり、今年度ようやく開催が可能と

なり、全国からおよそ 300 名の出席者

が集まり開催の運びとなりました。 

 会場ではそれぞれ 4 年ぶりの再会を

喜び、事務局からは一般廃棄物処理業

に係る動向と対策について発表があ

り、その後 8 項目

の大会決議と来年

度の開催地を香川

県にすることを決

議し終了いたしま

した。 

 第 2 部としては

環境省と千葉県印

旛沼環境基金によ

る特別講演が行わ

れ、その後懇親会

が開催され全国大

会は閉会となりました。 

 

12 月度定例役員会の開催 

12 月 20 日（水）午前 10 時より 12 月

度の定例役員会を水戸市内平須町の

協会事務局にて開催いたしましたの

で、当日の議事内容等についてご報告

いたします。 

 

出席理事 

岡島理事長  池田副理事長  秋山 

小林 早川 佐野 石井理事（理事 13

名中 7 名出席） 露崎 佐藤監事 

 

協議事項 

①新年会の開催について  

令和 6 年 1 月 27 日（土）の役割分担

について、新年会の司会などの役割分

担を決めました。 

②講習会について 

延期していた浄化槽の実務者講習会

を 3 月 2 日（土）開発公社ビルにて実

施することにしました。 

講習会の内容はフジクリーンの CA 型

の浄化槽清掃と日東工器（株）のメド

ーブロワーについてです。会員の皆様

の参加をお待ちしています。 

③協会だよりについて 

協会だより 12 月号の内容について広

報研修委員会より提案があり承認さ

れました。県内全ての市町村、県の関

係機関に無料配布しています。 

 

報告事項 

①茨城県主催の県内市町村浄化槽担

当者会議について 

11 月 20 日茨城県主催の浄化槽整備事

業に係る市町村担当者説明会にて浄

化槽清掃記録票について説明してき

たこと等が池田副理事長より報告が

ありました。(詳細は 12 月号) 

②茨城県へ寄付を贈呈 

12 月 18 日、9 月に発生した台風 13 号

による被害からの復興に役立ててい

ただくため、理事会決議による茨城県

へ 100 万円の寄付を行った旨岡島理

事長より報告がありました。 

③新事務員について 

 1 月より新たに 1 名を事務員として

採用すると岡島理事長より報告があ

りました。 

 

以上の内容で定例理事会を開催しま

した。 


